
平
成
二
十
年
六
月
六
日
受
領

答
弁
第
四
三
八
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
三
八
号

平
成
二
十
年
六
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
愛
媛
県
警
の
裏
金
を
告
発
し
た
仙
波
敏
郎
巡
査
部
長
へ
の
不
利
益
取
扱
等
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
愛
媛
県
警
の
裏
金
を
告
発
し
た
仙
波
敏
郎
巡
査
部
長
へ
の
不
利
益
取
扱
等
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
厳
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
」
と
は
、
御
指
摘
の
愛
媛
県
人
事
委
員
会
の
裁
決
に
お
い
て
、

同
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
地
域
課
長
が
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
付
け
で
御
指
摘
の
巡
査
部
長
（
以
下
単
に
「
巡
査
部

長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
っ
た
配
置
換
え
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び
警
察
庁
の
認
識

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
愛
媛
県
警
察
に
よ
る
御
指
摘
の
配
置
換
え
に
つ
い
て
の
見
解
を
改
め
て
表
明
す
べ
き
か
ど
う
か
及
び

当
該
配
置
換
え
に
関
し
て
同
県
警
察
が
巡
査
部
長
に
謝
罪
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、同
県
公
安
委
員
会
の
管
理
の
下
、

同
県
警
察
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
巡
査
部
長
に
よ
る
御
指
摘
の
記
者
会
見
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二

一



号
）
の
施
行
前
で
あ
る
平
成
十
七
年
一
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一

般
職
の
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
同
法
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
愛
媛
県
警
察
に
お
い
て
は
、
巡
査
部
長
に
つ

い
て
、
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
平
等
取
扱
の
原
則
等
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
三
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
公
益
通
報
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
は
、
懲
戒
処

分
の
み
な
ら
ず
、
人
事
上
又
は
給
与
上
の
差
別
取
扱
い
、
就
業
環
境
を
害
す
る
行
為
等
の
事
実
上
の
行
為
を
含
む
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
一
般
職
の
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
同
法
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
歓
送
迎
会
に
つ
い
て
は
、
巡
査
部
長
が
事
前
に
欠
席
す
る
旨
を
申
し
出
た
こ
と
か
ら
、

巡
査
部
長
の
勤
務
日
に
開
催
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
御
指
摘
の
詐
欺
事
件
の
検
挙
に
つ
い
て
は
、
同
県
警
察
で
は
、
同

県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
地
域
課
鉄
道
警
察
隊
（
以
下
単
に
「
鉄
道
警
察
隊
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
の
職
員
が
検
挙
し
た

二



事
件
に
つ
い
て
も
、検
挙
さ
れ
た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
検
挙
件
数
を
計
上
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
表
彰
に
つ
い
て
は
、
巡
査
部
長
の
功
労
の
程
度
に
応
じ
て
、
地
域
課
長
ほ
う
賞
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当

と
判
断
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

同
県
警
察
に
よ
る
と
、
同
県
警
察
で
は
、
巡
査
部
長
に
対
し
て
不
利
益
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
適
切
な
把

握
に
努
め
て
い
る
が
、
巡
査
部
長
が
鉄
道
警
察
隊
に
復
帰
し
た
平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
以
後
、
御
指
摘
の
も
の
も
含
め
、

巡
査
部
長
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
六
）
に
つ
い
て

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
の
施
行
に
伴
い
、
警
察
庁
の
職
員
等
か
ら
の
法
令
違
反
に
関
す
る
通
報
を
適

切
に
処
理
す
る
た
め
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
で
「
警
察
庁
内
部
通
報
処
理
要
綱
」
を
制
定
し
て
お
り
、
同
要
綱

に
お
い
て
は
、
目
的
、
用
語
の
定
義
、
内
部
通
報
・
相
談
窓
口
の
場
所
等
、
内
部
通
報
の
処
理
の
手
順
、
国
家
公
安
委
員
会

へ
の
報
告
、
関
係
事
項
の
公
表
、
是
正
措
置
等
の
実
効
性
評
価
、
内
部
通
報
を
し
た
者
等
の
保
護
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
職
員
が
県
外
警
乗
（
二
以
上
の
都
道
府
県
警
察
等
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
列
車
警
乗
を
い
う
。
以
下

三



同
じ
。
）
を
実
施
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
国
費
の
旅
費
（
以
下
「
警
乗
旅
費
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県

警
察
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
県
外
警
乗
に
従
事
す
る
職
員
に
対
す
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

警
乗
旅
費
は
、
県
外
警
乗
を
行
っ
た
職
員
の
請
求
に
基
づ
き
、
国
庫
か
ら
当
該
職
員
の
口
座
に
直
接
振
り
込
ま
れ
る
方
法

に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
支
給
方
法
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
平
成
八
年
度
以
前
は
、
国
庫
か
ら
各
都
道
府
県
警
察
の
地
域
課
等
の
受
領
代
理
人
に
対
し
て
当
該
地

域
課
等
の
職
員
に
係
る
警
乗
旅
費
が
振
込
等
の
方
法
に
よ
り
一
括
し
て
交
付
さ
れ
、
当
該
受
領
代
理
人
が
受
領
し
た
警
乗
旅

費
を
各
旅
行
者
に
交
付
す
る
制
度
（
以
下
「
受
領
代
理
制
度
」
と
い
う
。
）
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
平
成
九
年
度
中
に
は
、

全
国
の
都
道
府
県
警
察
で
、
国
庫
か
ら
各
旅
行
者
の
口
座
に
警
乗
旅
費
が
直
接
振
り
込
ま
れ
る
制
度
に
移
行
し
た
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
警
察
庁
か
ら
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
指
示
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
関
係
文

書
が
保
存
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

四



警
察
庁
と
し
て
は
、
愛
媛
県
警
察
に
お
け
る
警
乗
旅
費
の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ

た
も
の
と
同
様
の
移
行
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
中
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
何
月
か
ら
実
施

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
関
係
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
愛
媛
県
警
察
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
度
以
前
は
受
領
代
理
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

三
の
（
二
）
の
�
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
平
成
十
一
年
二
月
の
時
点
に
お
い
て
、
巡
査
部
長
が
警
乗
旅
費
の
振
込
口
座
を
指
定

し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
平
成
十
三

年
度
に
は
巡
査
部
長
に
対
す
る
警
乗
旅
費
が
同
人
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
当
該
振
込
口
座
は
同

人
が
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五



三
の
（
三
）
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
四
日
に
巡
査
部
長
が
松
山
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た

同
県
を
被
告
と
す
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
同
県
警
察
は
、
平
成
十
一
年
度
に
つ
い
て
、
鉄
道
警
察
隊
の
四
人
の
隊
員
が
毎

月
平
均
六
日
余
り
の
県
外
警
乗
を
行
え
ば
、
同
年
度
中
に
延
べ
二
百
九
十
四
日
の
県
外
警
乗
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
、
六
人
の
隊
員
が
毎
月
平
均
三
日
余
り
の
県
外
警
乗
を
行
え
ば
、
同
年
度
中
に
延
べ
二
百

三
十
四
日
の
県
外
警
乗
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
の
（
四
）
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
同
県
警
察
本
部
長
の
説
明
は
、
職
員
に
対
す
る
警
乗
任
務
の
付
与
に
つ
い
て
の
一
般

的
な
方
針
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
職
員
及
び
そ
の
家
族
の
健
康
状
態
そ
の
他
の
職
員
の
個
人
的
な
事
情
等
に
応
じ
て
警
乗

任
務
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
の
（
五
）
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
「
愛
媛
県
警
鉄
道
警
察
隊
で
は
、
県
外
警
乗
を
行
う
警
乗
シ
フ
ト
表
を
二
〇
〇
一
年
度
に
な
っ

て
初
め
て
作
成
し
現
場
に
示
し
た
」
事
実
は
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六



三
の
（
六
）
及
び
（
七
）
に
つ
い
て

愛
媛
県
警
察
に
よ
る
と
、
平
成
十
四
年
度
以
後
に
作
成
さ
れ
た
旅
行
命
令
簿
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
情
報
公
開
条
例
（
平

成
十
年
愛
媛
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
開
請
求
に
応
じ
て
、

同
条
例
に
規
定
す
る
非
公
開
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
除
い
た
部
分
を
公
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
十
三
年
度

以
前
に
作
成
さ
れ
た
旅
行
命
令
簿
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
公
開
し
て
い
な
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。

平
成
十
一
年
度
及
び
平
成
十
二
年
度
の
旅
行
命
令
簿
に
関
す
る
御
指
摘
は
、
い
ず
れ
も
三
の
（
三
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た

民
事
訴
訟
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
同
県
警
察
に
よ
る
と
、
巡
査
部
長
は
当
該
訴
訟
に
お
い
て
、
平
成
十
一

年
度
及
び
平
成
十
二
年
度
に
本
来
警
乗
旅
費
が
支
給
さ
れ
る
べ
き
県
外
警
乗
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
警
乗
旅
費
が
支

給
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
巡
査
部
長
の
警
乗
旅
費
に
係
る
平
成
十
一
年
度
及
び
平
成
十
二
年
度
の
旅
行
命
令

簿
は
存
在
せ
ず
、
鉄
道
警
察
隊
の
他
の
隊
員
の
警
乗
旅
費
に
係
る
当
該
年
度
の
旅
行
命
令
簿
を
平
成
十
四
年
度
以
後
の
旅
行

命
令
簿
と
同
様
の
措
置
を
し
た
上
で
公
開
し
た
と
し
て
も
、
平
成
十
一
年
度
及
び
平
成
十
二
年
度
に
巡
査
部
長
が
県
外
警
乗

を
実
施
し
た
か
否
か
を
示
す
資
料
と
は
な
ら
な
い
こ
と
等
か
ら
、御
指
摘
の
よ
う
な
公
開
を
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七



な
お
、
巡
査
部
長
の
警
乗
旅
費
に
係
る
平
成
十
三
年
度
の
旅
行
命
令
簿
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
に
巡
査
部
長
が
県
外
警
乗

を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
三
の
（
三
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
松
山
地
方

裁
判
所
に
よ
る
嘱
託
に
応
じ
て
既
に
送
付
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

八


